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駐車場内の危険について 

 

先般、高速道路 SA内において乗用車と当社の大型車両の

間で、物損の衝突事故が発生。相手乗用車が全く前を見て

いなかったのではないかと思われる事故でした。 

駐車場内は法的根拠のある標識、停止線等はありません。

ですから自由に走行できます。又、休憩の為に利用します

から、ついつい運転者の気が緩みがちになります。ですか

ら思いもしない動きをいつ起こすかわかりません。 

どうか皆様は高速道路やコンビニ等の駐車場では細心の

注意を払って危険予知、事故防止に努めて下さい。一般道

路より多くの危険が潜んでいます。実際、当社でも駐車場

内事故は過去に多数発生しています。 

トラックはなるべく SAより PAを利用するよう高速隊か

らアドバイスがありました。 


